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子育て世帯への臨時特別給付金給付事業におけるSDGｓの取組

0 千円 0

主 要 施 策 補 正 予 算 説 明 書

小　事　業　名 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業

施策の体系
安心して子どもを産み、育てられる環境にしよう

子育て支援

補正前予算額 今回補正額 補正後額

款 03 民生費 項 02 児童福祉費 目 01 児童福祉総務費

千円

0

【拡充・重点施策】

分担金・負担金補正額
の財源
内訳

国庫支出金 県支出金 市債 使用料・手数料

千円

18.9

0 千円千円 千円 0 千円

増加率

　【支給対象者】　基準日：令和３年９月30日

　【対象児童】

　平成15年４月２日から令和４年３月31日までに生まれた児童

　年収960万円以上(扶養人数３人の場合)の下記①～④までの子育て世帯

　①市が支給する令和３年９月分の特例給付受給者(令和３年９月生まれの児童を含む)・・・申請不要

　②①以外の対象児童の養育者であり、次に該当する者・・・申請に基づき支給

　 　(1)基準日時点で市内在住の公務員で令和３年９月分の特例給付受給者

　 　(2)平成15年４月２日から平成18年４月１日までの間に出生した児童を養育する者

　③新生児(令和３年10月１日以降令和４年３月31日までに生まれた児童)を養育する者・・・申請に基

     づき支給

　④基準日以降給付金の支給日までに、離婚又は離婚協議中となり配偶者と別居し、支給日時点で

     は児童を監護しているものの給付金を受給できなかった者(配偶者が積極支給により給付金を受

     給した者)・・・申請に基づき支給

　【給付金額】

　対象児童１人当たり一律10万円

　　※令和４年４月１日生まれの児童も対象児童とする。(令和４年当初予算対応予定)

0 204,241千円

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯の全世帯を支援するため、国制度の子育て世

帯への臨時特別給付金の支給対象にならなかった世帯に対して、市独自の給付金を支給します。

交付金
子育て世帯への臨時特別給付金(その他の子育て世
帯分)

204,000千円

区　分 内　容 事業費 備　考

　国制度の子育て世帯への臨時特別給付金には所得制限があり、支給対象とならない世帯がありまし

たが、全ての子育て世帯が新型コロナウイルス感染症の影響を受けていることから、所得制限により支

給対象とならなかった子育て世帯等に対しても早急に給付措置を実施することで生活の安定を図るこ

とを目的としています。

拡充

％

その他 一般財源

1,082,100 千円 204,241 千円 1,286,341

　子育て世帯への臨時特別給付金給付事業(その他の子育て世帯分)

作成課 【子育て健康部　子育て支援課】 事務事業番号 110181
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（単位：千円）

No.
会
計

款 項 目 小事業名称 補正予算額 事業の内容
(主な事業
の予算)

課名称

1 1 03 02 01
子育て世帯への臨
時特別給付金給付
事業

(限度額)
501

【債務負担行為】
①子育て世帯への臨時特別
給付金給付事業（その他の
子育て世帯分）
・債務負担行為の設定（令
和４年度）

(限度額)
501

子育て支援課

令和３年度その他事業一覧

 2


